
 

   

2015 年 9 月 10 日 
 

青森県 

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 

株式会社イトーヨーカ堂 
 

青森県とセブン-イレブン・ジャパン、イトーヨーカ堂が 

『地域活性化包括連携協定』を締結  
地産地消と県産品の開発販売、高齢者支援、県政・観光情報、健康増進・食育、環境保全、 

地域の安心安全、青尐年育成、災害対策 等 10 分野で相互連携開始 
 

 青森県（知事 三村 申吾）と株式会社セブン-イレブン・ジャパン（東京都、代表取締役社長   

最高執行責任者〈COO〉井阪 隆一）、株式会社イトーヨーカ堂（東京都、代表取締役社長 兼   

最高執行責任者（COO）戸井 和久）は、2015 年 9 月 10 日（木）、地産地消と県産品の開発販売、

高齢者支援、県政・観光情報、健康増進・食育、環境保全、地域の安心安全、青尐年育成、災害対

策 等 10 分野において相互の連携を強化し、青森県内における地域の一層の活性化に資する『地域

活性化包括連携協定』を締結いたします。 
 

記 
 
1. 協定の名称   『地域活性化包括連携協定』 

 

2. 協定締結日    2015 年 9 月 10 日（木） 
 

3. 協定締結の目的 
 

青森県とセブン-イレブン・ジャパン、イトーヨーカ堂との地域活性化に向けた緊密な 

相互連携・協働の取り組みによる、県民サービスの向上、地域の活性化 

 

4. 連携事項 
上記の目的を達成するために、次の項目について連携し協力していきます。 

 
（１）地産地消の推進と県産品オリジナル商品の開発・販売に関すること 

（２）高齢者及び障害者支援に関すること 

（３）県政情報及び観光情報の発信に関すること 

（４）健康増進・食育に関すること 

（５）環境保全・リサイクルに関すること 

（６）地域や暮らしの安全・安心に関すること 

（７）子ども・青尐年育成とキャリア教育に関すること 

（８）地域防災・災害対策に関すること 

（９）縄文ムーブメントの推進に関すること 

（10）その他地域社会の活性化・県民サービスの向上に関すること 

 

 ＜ご参考＞ 青森県内の店舗数（2015 年 8 月末現在） 

             セブン-イレブン：16 店舗、イトーヨーカドー：4 店舗 

 

 

 

 

 

  



 

具体的連携事項 

 

※【SEJ】 ：株式会社セブン-イレブン・ジャパン 

【IY】 ：株式会社イトーヨーカ堂 

 

（1） 地産地消の推進と県産品オリジナル商品の開発・販売に関すること 

・県産農林水産物を活用した商品の開発、販売【SEJ,IY】 

・県産特産物の店舗での販売【SEJ,IY】 

・お中元・お歳暮などのギフト商品としての全国で展開【SEJ,IY】 

・ネット販売の活用推進【SEJ,IY】 

・定期的な交流、定期的な商談会への参加【SEJ,IY】 

・地域の農商工連携による加工品などの販売促進【SEJ,IY】 

・「ふるさと産品消費県民運動」による地産地消の推進【SEJ,IY】 

・電子マネー「nanaco」を使用した、県産品キャンペーンや、 

ご当地オリジナル「nanaco」の発行等の実施【SEJ,IY】 

 

（2） 高齢者及び障害者支援に関すること 

  ・認知症対策としての「認知症サポーター」養成【SEJ,IY】 

  ・お食事お届けサービス「セブンミール」等の実施【SEJ】 

  ・ネットスーパー、ポーターサービス「きいろい楽だ」の実施【IY】 

  ・店舗の通常営業時における見守り活動の実施【SEJ,IY】 

  ・セブン-イレブン店舗が実施するお届けサービスにおける見守り活動の実施【SEJ】 

  ・見守り活動における各市町村窓口との連携【SEJ,IY】 

  ・県主催のイベント等における「お届けサービス」や「見守り活動」の認知促進【SEJ,IY】 

  ・高齢者の就業や社会参加を支援するための中・高年齢者の雇用促進【SEJ,IY】 

  ・障害者支援に関する各種取組の実施【SEJ,IY】 

  ・車椅子対応トイレ設置の推進【SEJ,IY】 

  ・障害者雇用の場の確保【SEJ,IY】 

 

（3） 県政情報及び観光情報の発信に関すること 

  ・県が発行する印刷物の店舗での配架【SEJ,IY】 

  ・県が発行する観光ガイドブック等の店舗への設置や観光パンフレットの配架【SEJ,IY】 

  ・県内で実施される観光イベントの情報告知・ＰＲ【SEJ】 

  ・県内で実施される選挙の啓発など投票率向上に向けた取組への協力【SEJ,IY】 

  ・UIJ ターンに関する情報発信【SEJ,IY】 

 



 

（4） 健康増進・食育に関すること 

  ・食育の普及、啓発への協力【SEJ,IY】 

  ・弁当・惣菜等のカロリーや栄養成分表示【SEJ,IY】 

  ・お食事お届けサービス「セブンミール」の提供【SEJ】 

  ・管理栄養士が監修したバランスの取れたお弁当や惣菜等の提供【SEJ,IY】 

  ・「青森のおいしい健康応援店」への登録や健康増進・食育に関するパンフレットの店舗での配架 

【SEJ,IY】 

  ・食の安全・安心に係る取組【SEJ,IY】 

 

（5） 環境保全・リサイクルに関すること 

  ・空調設備等の入替えや LED 照明の導入など設備の高効率化及び 

電力消費量の可視化等による省エネの推進【SEJ,IY】 

  ・環境配慮型車両の導入などによる CO2 削減【SEJ,IY】 

  ・太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入促進【SEJ,IY】 

  ・路上喫煙等、ポイ捨て防止活動への協力【SEJ,IY】 

  ・レジ袋削減とマイバッグ持参運動の推進【SEJ,IY】 

  ・アイドリングストップ運動の推進によるＣＯ2 削減【SEJ】 

  ・店頭リサイクルの推進【SEJ,IY】 

  ・ポスターの掲示やパンフレットの設置による普及啓発活動への協力【SEJ,IY】 

  ・廃棄物の不法投棄防止に関する啓発活動への協力【SEJ,IY】 

  ・３Ｒ活動及び食品リサイクルシステムの推進【SEJ,IY】 

  ・安全・安心な水資源を守る地域活動への協力・支援【SEJ,IY】 

 

（6） 地域や暮らしの安全・安心に関すること 

  ・自主防犯（強盗・万引き等の防止対策）体制の整備【SEJ,IY】 

  ・地域の安全対策・防犯対策の取組、女性、子ども等の駆け込みへの対応【SEJ,IY】 

  ・緊急事態（災害・事故）に対する 110 番・119 番通報の実施【SEJ,IY】 

  ・警察・消防との連絡・通報体制及び防犯用品、AED 等の店内配備【SEJ,IY】 

  ・地域での防犯活動を行う集合場所等、活動スペースの提供と参加【SEJ,IY】 

  ・セーフティステーション活動による暮らしの安全・安心への取組【SEJ】 

  ・地域住民への安全情報の発信・提供【SEJ】 

  ・ＡＴＭ等を利用した振込め詐欺の未然防止対策の推進【SEJ】 

  ・飲酒運転根絶運動の推進に関する取組【SEJ】 

  ・広告用チラシ等を利用した緊急通報回線(110 番)確保に関する啓発活動への協力【SEJ,IY】 

 

 



 

 

（7） 子ども・青尐年育成とキャリア教育に関すること 

  ・セーフティステーション活動による青尐年健全育成への取組み【SEJ】 

  ・未成年者への酒類・たばこの販売禁止【SEJ,IY】 

  ・18 歳未満者への成人向け雑誌の販売・閲覧禁止【SEJ,IY】 

  ・県内の小中高生を対象に行われる職場体験の受入れ【SEJ,IY】 

  ・尐年・尐女の非行化防止（近隣住民の方の迷惑となるたまり場化の防止や 

深夜における 18 歳未満者に対する帰宅の促進等）【SEJ,IY】 

  ・「あおもり子育て応援わくわく店事業」に対する協力【SEJ,IY】 

  ・店舗に近い場所への妊婦駐車スペースの確保【SEJ,IY】 

  ・店舗駐車場への「マタニティマーク」設置推進など、 

子育てを社会全体で支援する地域活動への協力【SEJ,IY】 

  ・店舗周辺の受動喫煙防止対策（可能であれば灰皿の撤去）【SEJ,IY】 

 

（8） 地域防災・災害対策に関すること 

  ・災害時の食料品や日用品の調達協力【SEJ,IY】 

  ・災害時の徒歩帰宅困難者に対する水道・トイレ・周辺情報等の提供【SEJ,IY】 

  ・災害時に入手した被災状況等のお客様への提供及び行政や警察への通報【SEJ,IY】 

  ・医薬部外品などの調達・供給の協力【SEJ】 

 

（9） 縄文ムーブメントの推進に関すること 

  ・縄文ムーブメントへの協賛（縄文の魅力ＰＲ活動の実施）【SEJ,IY】 

 

（10） その他地域社会の活性化・県民サービスの向上に関すること 

  ・県民の利便性向上に向けた市町村行政サービスのコンビニ活用の推進【SEJ】 

  ・商業振興施策等に対する協力・連携【SEJ,IY】 

 

 

以上 

 


